
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

高 知 県 知 事 　 濵 田 　 省 司  

高 知 県 規 則 第 26号  

高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す  

る 規 則  

高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 18年 高 知 県 規 則

第 117号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ６ 条 第 ５ 号 ア 中 「 第 10条 の ３ 」 を 「 第 10条 の ３ 第 １ 項 」 に 改

め る 。  

附 　 則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 　 則  

◎ 高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則  


